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各  位 

会 社 名 株式会社 福岡銀行 

代 表 者 取締役頭取 谷 正明 

本 社 所 在 地 福岡市中央区天神二丁目13番１号 

会 社 名 株式会社 熊本ファミリー銀行 

代 表 者 取締役頭取 河口 和幸 

本 社 所 在 地 熊本市水前寺六丁目29番20号 

 

 

 

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ第１回劣後特約付無担保転換社債型新株予約権付社債

の新規上場日の延期について 

 

 株式会社福岡銀行（取締役頭取 谷 正明）及び株式会社熊本ファミリー銀行（取締役頭取 河口 

和幸）の両行が、本日付「株式会社福岡銀行第２回劣後特約付無担保転換社債に関する取扱いに

ついて」において、両行が本年４月２日付で設立する持株会社である株式会社ふくおかフィナン

シャルグループへの株式会社福岡銀行第２回劣後特約付無担保転換社債（以下「本転換社債」と

いう。）の承継及び同日付新規上場に関し、その承継及び登記手続について、検討すべき事項が

生じている旨公表したことを受け、本日、東京証券取引所、大阪証券取引所及び福岡証券取引所

より、登記が適正になされるかどうかを確認するまで、株式会社ふくおかフィナンシャルグルー

プ第１回劣後特約付無担保転換社債型新株予約権付社債の４月２日の上場の予定を延期する旨公

表されましたので、お知らせいたします。 

 

 両行といたしましては、本転換社債の承継及び登記・上場に関する今後の取扱いにつき、関係

当局とも協議の上、速やかに必要な措置を講ずる予定であり、決定次第速やかにお知らせいたし

ます。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するご照会先 
福岡銀行 総合企画部 経営企画室 電話 092－723－2622 
熊本ファミリー銀行 経営管理部 電話 096－385－1116 


